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   ～夢をみつけるはじめの一歩～ 

 

  学校法人 北日本高等学院 
 

  星北高等学園 
 

 〒028－3613 岩手県紫波郡矢巾町北矢幅 1－9－3 TEL(019)698－2782 FAX(019)698－2783 

 http://www.kitanihon-senshu.com  E-mail:seihoku@iwate.email.ne.jp 

http://www.kitanihon-senshu.com/
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アドミッションポリシー（入学者の受入に関する方針） 

 義務教育または高校段階において、不登校等何らかの理由で普通教育の機会を十分に得られ

なかった子どもたちを含め、本学園が毎日通学し、授業に出席する全日制の学校であることを理

解し、良き人間関係のもと、夢や希望をもって学校生活に取り組もうと考えている生徒で、入学後

は次の 《星北高等学園 生徒 五つの誓い》 を守ろうと努力する生徒を受入れることとする。 

 

《星北高等学園 生徒 五つの誓い》 

 

一、  健康管理に留意し、毎日登校に努めます 

一、  授業や行事に参加し、他の生徒とともに学校生活に取り組みます 

一、  夢や目標を明確にし、その実現をめざします 

一、  悩みは一人で抱え込まず、信頼できる仲間や大人に相談します 

一、  お互いの意見や考え方を尊重し、皆が明るく楽しい学校づくりに協力します 

 

 

 



 

- 1 - 

 

 

１．応募資格 

 応募条件等 

新入生 
（自己推薦入学） 

① 令和 6年 3月中学校卒業見込みの者 

② 中学 3年次でオープンスクールに一度でも参加した者 

③ 中学校在学時の出欠の多少にかかわらず、本校への入学に強い意志を持っている者 

④ 合格の際は必ず入学する者（専願者） 

 ※①～④のすべてに該当する者は出願可能になります。 

新入生 
（一般入学） 

① 令和 6年 3月中学校卒業見込みの者 

② 中学校を既に卒業した者 

③ 高校 1年を中途退学した者 

 ※いずれかに該当する者は出願可能になります。 

転入学（※） 

【第 1学年】 

① 高校 1年に在籍中で第 1学年に転入学を希望する者 

 【第 2学年】 

  ① 高校 1年に在籍中で高校 1年を修了見込みで転入学を希望する者 

  ② 高校 2年に在籍中で第 2学年に転入学を希望する者 

 【第 3学年】 

  ① 高校 2年に在籍中で高校 2年を修了見込みで転入学を希望する者 

  ② 高校 3年に在籍中で第 3学年に転入学を希望する者 

編入学（※） 
① 高等学校の第 1学年もしくは第 2学年を修了し、中途退学をしている者 

  ※単位の修得状況により編入学できる学年が決まります。 

※転入学及び編入学は、学年によって在籍数の関係上、お断りをする場合がありますので、あらかじめ 

お問い合わせ下さい。 

 

 

２．入学区分及び募集定員 

文化教養高等課程 

一般教養学科 

入学区分 募集定員 

自己推薦入学（専願） 26名程度 

一般入学 6名程度 

転入学 若干名 

編入学 若干名 
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3.入学選考 

（1）選考会場   星北高等学園 

（2）選考内容    

自己推薦入学 ・面接（保護者同伴）：20分程度 ※面接時間については、応募人数によ

って変動する場合があります。 

※作文試験の題材は試験当日に発表

となります。 

一般入学 
・作文試験：50分 

・面接（保護者同伴）：20分程度 
転入学 

編入学 

 

（3）受 験 料   10,000円 

① 星北高等学園所定の振込用紙を用いて指定の銀行に振り込んでください。 

② 受験料振込通知書については星北高等学園の願書にのみ貼り付けてください。 

星槎国際高等学校の願書には貼り付けないように注意してください。 

 

（4）出願日程及び入学手続（令和 5年 8月現在の予定） 

選考日程 出願期間 選考試験 合格発表 

自己推薦入試 
1月 4日（木） 

～1月 11日（木）必着 

1月 19日（金） 

もしくは1月20日（土） 
1月 23日（火） 

第一次 

一般入試 

1月 22日（月） 

～2月 1日（木） 
2月 10日（土） 2月 14日（水） 

第二次 

一般入試 

3月 4日（月） 

～3月 15日（金） 
3月 21日（木） 3月 22日（金） 

編入学試験 
編入学の場合、上記期日（第一次～第ニ次入試）と同じ日程で行います。 

※令和 6年 4月 1日付で編入学となります。 

転入学試験 

・令和 6年 4月 1日付で転入学を希望する場合 

3月 1日（金）～3月 29日（金） 

・令和 6年 5月 1日付以降で転入学を希望する場合 

 4月 2日（月）～11月 22日（金） 

※選考試験・合格発表・入学手続きなどは、ご相談時期によって異なります。 

[注意事項] 

①自己推薦入試について、応募者多数の場合 2日間日程で試験を実施する場合があります。 

②願書を郵送する場合、期間最終日の消印は願書を受け付けます（一般入試のみ）。 

③合格発表はいずれの日も 10：00に本校玄関に掲示及び本校ホームページに掲載いたします。 

④合否通知書等は、合格発表後に各中学校へ発送をいたします。 
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（5）出願方法  出願書類一式を本校に持参、あるいは郵送してください。 

※中学校卒業見込者は中学校経由で出願してください。 

 

 

（6）出願書類 

入学形態 出願書類 

自己推薦入学 
（新入生） 

① 願書（星北高等学園所定の用紙） 

② 願書（星槎国際高等学校所定の用紙） 

③ 自己推薦書（星北高等学園所定の用紙） 

④ 調査書 2通 ※公立高校と同じ様式で出願可能です。 

⑤ 写真 5枚（願書それぞれに 2枚貼付、1枚は添付） 

一般入学 
（新入生） 

① 願書（星北高等学園所定の用紙） 

② 願書（星槎国際高等学校所定の用紙） 

③ 調査書 2通 ※公立高校と同じ様式で出願可能です。 

④ 写真 5枚（願書それぞれに 2枚貼付、1枚は添付） 

転入学 

【在籍している高等学校から提出していただく書類】 

  ① 転学照会（星北高等学園校長宛／文化教養高等課程 一般教養学科） 

  ② 転学照会（星槎国際高等学校長宛／通信制課程 普通科） 

  ③ 在学証明書 2通 

  ④ 成績証明書 2通 

※高校 1年生で単位未修得・履修中の場合は履修している科目がわかるよう

にしてください。 

  ⑤ 調査書（星槎国際高等学校所定の用紙） 

 【転入学を希望している生徒から提出していただく書類】 

  ① 願書（星北高等学園所定の用紙） 

  ② 願書（星槎国際高等学校所定の用紙） 

  ③ 写真 5枚（願書それぞれに 2枚貼付、1枚は添付） 

編入学 

① 願書（星北高等学園所定の用紙） 

② 願書（星槎国際高等学校所定の用紙） 

③ 在籍していた高等学校の在学期間証明書 2通 

④ 単位修得証明書 2通 

⑤ 調査書（星槎国際高等学校所定の用紙） 

   ※前籍校に依頼をし、提出して下さい。 

⑥ 写真 5枚（願書それぞれに 2枚貼付、1枚は添付） 

※新入生の出願書類の請求につきましては、中学校を通して、ご請求下さい。 

※転入学生の出願書類の請求につきましては、在籍している高等学校を通してのご請求となります。 
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（8）その他 

自己推薦入学 

自己推薦入学試験において不合格となった場合、再度、受験を希望する際は、第一次

一般入試を受験することが可能です。受験を希望する場合には、本校へご連絡下さい。

（なお、受験料は不要です。また、改めて出願書類を提出する必要はありません。入試当

日、自己推薦入試で使用した受験票・筆記用具・上履きをご持参ください。） 

転入学・編入学 

① 転入学の時期については在籍する高等学校と調整して決定します。 

② 本校は私立高等学校等就学支援金制度の対象校です（P.5参照）。対象期間は 3

年間となっていますので、前籍校の在籍期間を差し引いた期間が本校での対象期間に

なります。また、申請の際には前籍校からご家庭に送付されている「高等学校等就学支

援金の受給資格の消滅について」の文書が必要になります。 

 

 

4.学納金 
本校入学生は同時に星槎国際高等学校への入学生となりますので、両校への納入金が必要と

なります。 
 

（1）自己推薦入学  ※自己推薦入学の合格者は本校への入学金が30,000円免除になります。 

［星北高等学園への納入金］                         ［星槎国際高等学校への納入金］ 

内  訳 金  額 

 

内  訳 金  額 

入 学 金 80,000円 入 学 選 抜 料 5,000円 

★ 授 業 料 
480,000円 

（40,000円×12カ月） 
入 学 金 10,000円 

学 校 納 付 金 
24,000円 

（2,000円×12カ月） 
施 設 設 備 費 10,000円 

保 護 者 会 費 
12,000円 

（1,000円×12カ月） 
授業料（年間） 92,000円 

同 窓 会 費 2,000円 合 計 117,000円 

合 計 598,000円 
※上記の金額と併せて教科書代（10,000円程
度）が必要になります。 

 

（2）一般入学及び転入学・編入学 

［星北高等学園への納入金］                         ［星槎国際高等学校への納入金］ 

内  訳 金  額 

 

内  訳 金  額 

入 学 金 110,000円 入 学 選 抜 料 5,000円 

★ 授 業 料 
480,000円 

（40,000円×12カ月） 
入 学 金 10,000円 

学 校 納 付 金 
24,000円 

（2,000円×12カ月） 
施 設 設 備 費 10,000円 

保 護 者 会 費 
12,000円 

（1,000円×12カ月） 
授業料（年間） 92,000円 

同 窓 会 費 2,000円 合 計 117,000円 

合 計 628,000円 
※上記の金額と併せて教科書代（10,000円程
度）が必要になります。 
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（3）その他 

★授業料について、私立高等学校等就学支援金制度の対象校です（下記参照）。 

・東日本大震災により被害を受けた生徒には入学金、授業料等の減免制度があります。 

（ただし、一定の要件を満たした場合に限りますので、詳しくはお問い合わせください。） 

・星槎国際高等学校への納入金は、単位習得に必要な金額ですので、入学時期に問わず、前頁

の金額を納入していただきます。 

 

５.就学支援金 

＜★私立高等学校等就学支援金制度＞ 
・全ての意志ある高校生が安心して勉強に励むことでことができるように、保護者の負担を軽減す

るために授業料を支援する国の制度です。制度利用には申請が必要で、返済は不要です。 

・年収が約９１０万円未満の世帯が対象です。受給資格の確認は、年収ではなく保護者等の道府

県民税所得割額と市町村民税所得割額との合算額で行われます。 

・給付額は、所得の状況によって変わります。私立学校には加算があります。 

・申請は学校でとりまとめて行います。入学時に学校からご案内します。 

・就学支援金については、個々の生徒に代わり学校がまとめて受領（代理受領）することになって

おり、後日学校から保護者等の口座へお振込みしております。 

【生徒一人当たりの就学支援金給付額（月額）】 

年収（目安） 
道府県民所得割額と 

市長村民税所得割額の合算額 

給付額 

月額 年額 

910万円以上 507,000円以上 0円 0円 

910万円未満 507,000円未満 9,900円 118,800円 

590万円未満 257,500円未満 33,000円 396,000円 

 

６.その他支援 

（1）私立高等学校等授業料減免措置 
・岩手県の私立高等学校等授業料減免等補助事業の拡充により、本校もその対象となります。 

区 分 要   件 減 免 額 

高等課程 ア 世帯収入が590万円以上相当か

ら620万円未満相当と認められ

る世帯 

 

納入する授業料の月額（21,450 円を

上限）から高等学校等就学支援金を

控除した額 

イ 不慮の災害により授業料を納付す

ることが困難と認められる世帯 

 

納入する授業料の月額（33,000 円を

上限）から高等学校等就学支援金を

控除した額 

ウ 家計の急変により授業料を納付す

ることが困難と認められる世帯

であって、事実発生日以降 1 年

間の世帯収入が 590 万円未満

相当と認められる世帯 
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（2）私立高等学校生徒等奨学給付金制度 

・私立の高等学校等の高校生が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽

減するための国の支援制度です。制度利用には申請が必要で、返済は不要です。 

・生活保護世帯・住民税非課税世帯（年収約 270万円未満）が対象です。 

・給付額は、世帯状況によって変わります。 

・申請は学校でとりまとめて行います。毎年 8月頃に学校からご案内します。 

・給付決定後は、指定された保護者等の口座に県から直接振り込まれます。 

【生徒一人当たりの奨学給付額（年額）】 

世帯区分 給付額（全日制） 

（1）生活保護（生業扶助）受給世帯 52,600円 

保護者等全員

の道府県民税

所得割額市町

村民税所得割

額が非課税で

ある世帯 

（2）私立の通信制以外の高等学校に通う高校生等  

※（1）及び（3）を除く 

 

134,600円 

（3）①2人目以降の高校生等 

   ②当該世帯に 15 歳（中学生を除く）以上 23 歳

未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の

高校生等 

 

 

 

152,000円 

 

（3）教育ローン 

・本校は日本政策金融公庫の教育ローンが利用できる学校です。ご希望の方はお問合せ下さい。 


